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様式第２（第５条関係） 

会議録 

 

１ 附属機関の名称 

  犬山市環境審議会 

 

２ 開催日時 

  令和７年７月１４日（月）午後６時００分から午後７時３０分まで 

 

３ 開催場所 

 犬山市役所 ２階 ２０５会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

 以下のとおり 

 

＜委員＞     

会 長 清  水    誠 委 員 杉 山 範 子 

副 会 長 村 瀬 正 成 委 員 露 木 洋 司 

副  会  長 長 谷 川  誠 委     員 本 巣 芽 美 

委     員 岡     覚 委 員 小 野 陽 子 

委 員 柴 山 一 生 委 員 松 浦 恵 子 

委 員 柴 田 俊 博 委 員 山 岡 雅 俊 

 

（参考）欠席委員 

委 員 加 藤 浩 一 委 員 安 村 直 樹 

委 員 加 藤 浩 二 委     員 谷 口   彰 

委 員 横 山 雄 介   

 

＜執行機関＞     

犬 山 市 長 原   欣 伸 

経済環境部長 小 池 信 和 

 （事務局）環境課 

課     長 疇 地 利 哉 主 任 主 査 武 馬 深 雪 

課 長 補 佐 小 枝 俊 人 主 事 補 早 野 光 城 

統 括 主 査 田 崎 紘 章   
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５ 議題等 

(1) 開会 

(2) 審議事項 

第２次犬山市環境基本計画（令和６年度年次計画）進捗状況の評価 

  (3) 報告事項 

   ①入鹿池で発生した自衛隊機墜落事故に係る国等の対応について 

   ②市内河川等におけるＰＦＯＳ・ＰＦＯＡについて 

   ③希少種（ウシモツゴ）の里帰りについて 

(4) 閉会 

 

６ 傍聴人の数 

  ０人 

 

７ 議事録（審議事項・報告事項） 

 

発言者 発  言 

事務局 ～審議事項について説明～ 

会 長 ただいまの説明についてご意見、ご質問のある方は挙手をお願いします。 

委 員 細かい指摘で大変申し訳ないですが、今年度事業の進捗達成状況の通番１、実

施事業、動植物の生息調査の実施について、マメナシ調査６回、五条川生物調査

１回(Ｒ６計画値)とありますが、通常、生息調査というのは、どこにどのような

動植物が生息しているか、場所を変えながら、広い範囲を少しずつ調査していく

のが生息調査というものになるかと思います。マメナシ調査６回というのは、同

じ場所における調査なので、保全調査の項目になるのではないでしょうか。 

また、五条川の生物調査１回とありますが、この調査は、もう 10年くらい続

いているのでしょうか。五条川と言っても、多治見市との境界から大口町との境

界まで、非常に、犬山市内にある長い河川ではありますが、１回といつも書かれ

ており、同じ地点で調査を行っているのであれば、先程のマメナシと同じよう

に、保全の調査ということになってくるのではないでしょうか。 

いつも市議会等での答弁でも、「犬山市は、動植物の生息についてもきちんと

調べています。」と報告している根拠として、この五条川の調査、マメナシの調

査が挙がっていますが、それぞれ１か所だけ、毎年同じ場所で行っています。調

査報告書などを確認したことはありませんが、そういったものがちゃんと存在

していることも含めて、先程言った生息調査ではなく、保全調査ではないかとい

う質問です。よろしくお願いします。 

会 長 事務局お願いします。 

事務局 まず、五条川魚類生息調査から説明させていただきます。平成 18年度から調

査をしており、五条川上流にて希少種の生息が確認されている清流エリアがあ

り、水質や魚類相の調査をしております。保全調査という考え方もありますが、
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毎年魚類の生息調査をしているので、この項目に計上させていただいています。

令和６年度についても、水質や魚類調査について、主要魚種の動向から水質や生

物相は安定している、良好な生物環境は保たれている評価の報告書もあります。

調査エリアについては、ご意見のとおり、基本的に同じです。 

マメナシの生息調査については、市内に自生地が８か所あり、マメナシ保全の

ための、健康度の判定や生育、自生環境の調査を実施しています。調査回数が９

回（Ｒ６実績値、マメナシ調査８回、五条川魚類調査１回）とありますが、自生

地の８か所について、１日で何か所もまわる場合もあり、必ず同じ場所を調査し

ているわけではありません。こちらについても調査結果の報告書は、委託業務と

して発注しているので、しっかりとした報告書もいただいています。 

委 員 今、説明をいただいた件ですが、五条川の上流、おそらく希少魚に関する調査

ではないかと思いますが、今、五条川上流で問題となっているのは、そこよりも

やや下流、入鹿池の少し上のあたり、十数年前から国内移入種のオヤニラミとい

う魚がずっと増えていまして、在来の昆虫などを捕食しているということで、か

なり大きな問題となっています。ですので、本当は、いろんな地点をきちんと生

息調査をしていくというのが、やはり大事ではないかと思います。犬山市は非常

に広くて、特に人と接している「里地、里山」という部分が一番大事な部分です。

五条川上流の希少魚が生息しているところというのは、ほとんど人が来ないよ

うなところで、現在、通行止めで実際入れません。やはり犬山市の事業なので、

もっと生息調査の範囲を拡げていくということが、今後に向けて大事かと思い

ます。特に、特定外来生物が各地で異常な繁殖状況を見せています。そういった

ものを踏まえると、マメナシと希少魚だけに限定するのではなく、もっと様々

な、これまで普通に生息していたものが、現在は、ほとんど見られなくなったと

いうものがたくさんおります。そういったところに目を向けていくことが大事

ではないかと思います。 

希少魚についても、愛知県内では三河の河川でみられる魚類ですが、愛知県の

希少魚について、とりまとめをされている方がいらっしゃって、昨年お会いした

ので、犬山の状況を尋ねたところ、犬山で希少魚に関する調査をしていることを

知りませんでした。ですので、いろいろなところに、情報がちゃんと共有されて

いるのか、その方は県内の希少魚の集約をされている方なので、そういったとこ

ろに情報が全くいっていないというのはどうなのかと思います。 

事務局 五条川魚類生息調査に関しては、希少種の保護のための取り組みではあるも

のの、以前からご報告していますが、上流の多治見市側では、残土処理場や太陽

光発電事業があり、そちらからの排水があるので、その影響がないかということ

も踏まえて、継続的な調査を行っていますので、これからも継続して行っていく

とともに、いただいたご助言、広く調査するべきでないかということに関して

は、検討していきたいと思います。 

会 長 次の議題もございますので、この件に関して、ご意見ご質問がありましたら、

会議終了後、事務局の方へお願いします。 
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次の報告に移りたいと思います。 

事務局 ～報告事項①について説明～ 

会 長 ただいまの説明についてご意見、ご質問のある方はお願いします。 

委 員 この自衛隊機墜落事故について、問題となっているのが、水質の事ばかりで

す。私の懸念は、なぜ通常の航路から、随分外れた入鹿池に墜落したのか。これ

は、自衛隊の方で、「もし高度が不足している場合は、入鹿池に落ちなさい。入

鹿池は、安全だからそこに突っ込みなさい。」という申し合わせがあったのか、

それとも機長が、市街地や山に墜落をして火災が起きるのを避けるため、自主的

な判断で入鹿池に墜落したのか、そこら辺が曖昧になっています。今後、このよ

うな事態が二度三度あった場合、毎回入鹿池に墜落することになると、地域住民

の方たちにとって非常に問題となります。ですので、自衛隊と犬山市の間に事前

の話し合いや自衛隊からの申し入れがあったのかどうかを教えていただきたい

と思います。 

市 長 私からご説明をさせていただきたいと思います。 

某新聞の、「何かあったら入鹿池へ」という記事を基に言われていると思いま

す。我々も大変遺憾でありました。許せる内容ではありません。もし、そうした

事実があるのであれば、私たち犬山市に、防衛省から通達があって、そういう状

況やルールとなっているがゆえに、安心安全な航路がどうあるべきかという議

論をしているならばわかりますが、そんな事実はありません。ですので、すぐそ

の日に防衛省に確認を取りました。確認をしたところ、その事実はまずないとい

うことを冒頭に申し上げさせていただきます。 

まず何をするのかといったら、万が一、機体に異常があった場合は、最初にや

らなければいけないことは、小牧基地に戻ることです。でもそれができなかった

がゆえに、この事故になったわけです。その時に、どこに飛行機を操縦するとい

うことは、パイロットの判断によるものであって、日本全国、入鹿池はもちろん、

特定の場所を指導したり、ルール決めをされていることは、一切ありませんと言

われています。ですから、今回は、パイロットお二人の方の判断によって、もち

ろん周りには小学校もありますし、明治村もあります。決して安全な場所ではあ

りませんが、隊員お二人の判断によって、被害が最小限に抑えられるであろうと

判断した場所が入鹿池だったというふうに私共は判断をしています。防衛省か

らそんなことは全くないということを確認し、私共のほうで情報発信させてい

ただいていますので、ぜひともご理解をいただきたいと思っております。そのよ

うな事実があればもちろん許せるものではありませんでした。 

委 員 低い高度で機体にトラブルが起きるということでいえば、今、野鳥がとても多

くなっていますので、バードストライクで、吸入口に鳥が入ってしまった場合で

は、双発のジェット機だったならば、片方に入っても、もう片方で運航できます

が、自衛隊が使用しているものですと、吸入口が一つですので、またこういうこ

とがありうる可能性もあります。これからも冷静にずっと見ていきたいと思っ

ています。 
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市 長 想いは同じであります。よろしくお願いいたします。 

会 長 他にご意見ご質問ございますでしょうか。 

委 員 水質の調査、特に有害物質について、詳しく出していただきありがとうござい

ました。とりわけ地元では、以前カドミ汚染がありましたので、そういったこと

も心配していました。底質はどうなのか、完全に疑問が払拭したわけではないの

で、今後、底質についても分析してほしいと思っています。 

それともう一つ、水の透明度についてです。事故機をなかなか探せなかったと

いうのは、水が濁っていたという要素がありました。濁度計や透視度計というの

がありますが、この数値が全然出ておらず、素人でもわかりやすい濁度、透視度

の数値は、私は必要だと思っています。 

そこでぜひ検討してほしいのですが、これはもちろん入鹿用水土地改良区の

分野になりますけど、30 年ぐらい前までは、私の記憶では、入鹿池の底干しと

いったか、正式な名称はわかりませんが、ボランティアの募集があって、入鹿池

の水を抜くから、干上がった池底をきれいにするというボランティア活動に参

加した記憶があります。以前は時々やっていましたが、入鹿用水の水を、愛知用

水に買っていただく中で、多分これがなくなったのではないかと思っています。

入鹿池の水について、表面の流れていく水ではなく、底の方がかなり濁っている

ということが共通した認識として広がってきているので、そういうところを防

止していくうえで、入鹿用水土地改良区の管轄になりますが、かつてやっていた

池干しを復活することも一つの手段として検討してほしいと思っています。市

の方にも検討してほしいし、ここにいる専門家の委員の方々からもご意見いた

だければ嬉しいなと思います。 

会 長 事務局お願いします。 

事務局 池の底質、透明度・濁度、池干しということで、底質調査につきましては、今

後の作業工程に合わせて調査が検討されております。 

透明度につきましては、ご意見として参考にさせていただきたいと思います。

必要に応じて、土地改良区に意見としてお伝えすることはできます。 

透明度について、今日のように大雨が降った時など天候が影響すると思いま

すが、イメージとして、機体を引き揚げるときなどの影響を考えての濁度という

ことでよろしいでしょうか。 

委 員 500ｍを超える深さが入鹿池にはありますので、深くなればなるほど、濁度は

高くなる、濁りは強くなると思っています。今回は、機体が底に沈んでいるので、

底の方の透明度が良くないと推察していますけど、流れてくる水ではなくて、池

の深いところの濁度、透視度について、水深何メートルだと値はいくらだという

形がわかりやすいと思っています。底に生じた物質が、有害かどうかは別とし

て、あるのであれば、以前に行っていた池干しが必要ではないかと思いますの

で、その辺の検討ができるような、水深、深さによる濁度を示す必要があるので

はないかと思います。 

市 長 今回の調査とは切り離したご提案ということでよいでしょうか。 
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委 員 はい。今回の調査において、有害物質が出なかったということは非常に良かっ

たと考えています。 

会 長 次の報告もございますので、他に何かございましたら事務局の方へお願いし

ます。次の報告に移りたいと思います。 

事務局 ～報告事項②について説明～ 

会 長 ただいまの説明についてご意見、ご質問のある方はお願いします。 

委 員 「排出源の特定をしていく。」ということでしたが、今の段階では、今井開拓

パイロット地点の排出源はわかっていないということでよろしいでしょうか。 

会 長 事務局お願いします。 

事務局  今井地区の排出源については、特定に至っておりません。採水地点からみて

も、近くに事業所等があれば、わかりやすいかと思いますが、周辺は、山になっ

ており、排出源の特定ができていない状況です。 

委 員 事業所がないということは、不法投棄などが疑われるということですか。 

事務局 その可能性もあると考えています。 

委 員  そうすると、なるべく対応を急がないといけないということですよね。 

事務局  不法投棄が原因だった場合、抜本的な対策は難しいと考えております。費用や

時間が莫大なものになると想像しています。ただし、水質調査地点の状況からし

て、下流域への影響はないものと考えており、その地点だけで言うと、周辺の住

民への周知は必要ですが、飲用水として体内に有機フッ素化合物が取り込まれ

るということはないと考えているので、動向の注視に留まると考えています。 

会 長 他にご意見はないでしょうか。 

では、次の説明をお願いします。 

事務局 ～報告事項③について説明～ 

会 長 ただいまの説明についてご意見、ご質問のある方はお願いします。 

委 員 一つ確認をお願いしたいと思います。 

その前に、前回の審議会以降、この件に関して私には何の相談もありません

ので、今初めてということになります。 

もう一度確認ですが、前回の環境審議会では、里帰りということについて、

最終目標が、原生息地への野生復帰であり、その前のスモールステップとし

て、企業や個人に「里親」になってもらい、繁殖したものを将来的に原生息地

に戻すと。そこで初めて「里帰り」が出てきたわけですが、今回の広報や中日

新聞の記事を読みますと、現在の犬山市内では、ウシモツゴが一切生息してお

らず、東海大学で繁殖した個体をリトルワールドの池に戻すことを「里帰り」

と呼んでいると私は捉えました。では将来的に、原生息地に帰すときは、何と

言うのか疑問が生じてきました。 

現在３か所でウシモツゴが域外保全ということで生息しています。東海大

学、そしてモンキーセンター内にある池、市内のため池にも域外保全で生息し

ています。つまり、犬山市内にも現在生息しています。ですので、新聞記事や

広報を見ますと、犬山市内には、域外保全を含めて全くいなくて、東海大学に
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しかいない、東海大学のウシモツゴを帰すと私には読み取れました。里帰りと

いうものを、環境課としてどのように考えているのか、前回の審議会でもお話

したのですが、かつてはウシモツゴについても保全委員会があり、その場で話

し合って様々な対策を考えていました。今回、突然、前回の話ではなかったよ

うな、リトルワールドの里帰りの話が出てきた経緯も含めて教えてください。 

会 長 事務局お願いします。 

事務局 まず「里帰り」について、原生息地へ戻るのが、野生復帰となると考えていま

す。その前に、前回もお伝えしました、スモールステップとして、東海大学で域

外保全しており、安定的に繁殖されているウシモツゴを、まず犬山市に戻してみ

ようということで進めてきました。その時に、一番わかりやすい、市民に伝わり

やすいということで、「里帰り」という言葉を使っています。 

ですので、元々いたところに戻ったときは、野生復帰という形でアナウンスさ

せていただくと考えています。 

経緯につきまして、原生息地の池に戻したいのですが、以前もお伝えしたとお

り、まだ生息環境が整っていないと考えており、スモールステップとして、安定

的に繁殖しているところから戻しましょうということです。モンキーセンター

にも相談し、現状についてもお伺いしておりますが、病気を持っている個体が存

在するということで、健康な個体を戻すのがベストであろうということで、モン

キーセンターではなく、東海大学の方がいいと決めています。そういった形で、

東海大学を選定し、企業を私共の方で探して、今回リトルワールドに決まって、

実現したということになります。 

委 員 将来的に、原生息地への野生復帰を考えているということは分かりました。今

後、その具体的な計画を立てるにあたり、以前のような保護対策会議を開かず

に、環境課がどんどんと進めていってしまってよいのか、その辺については、い

かがでしょうか。 

事務局 これまでの取り組みについては、東海大学や専門家の方に相談し、ご助言をい

ただきながら進めることができたと思っています。ですので、今後の野生復帰や

保護の在り方も、市のみで判断だけではなく、引き続き専門的知見をいただきな

がら慎重に進めていきたいと考えております。今後事業が拡大し、いよいよ野生

復帰の段階となった場合や、新たな希少種保護の取り組みの提案をする場合は、

複数の方々からの専門的知見をいただく必要があるので、保護対策部会を設置

することになると考えています。 

委 員 今後は、対策会議を開いていくという確認が取れましたので、ぜひお願いし

たいと思います。 

委 員 ほとんど考えは一緒ですが、里山学センターの方に、東海大学から７匹のウ

シモツゴを預かりました。それは、繁殖に適していないという条件で持ち込ま

れましたが、３匹が病気で死んでしまいました。今、小さな個体ではあります

が、４匹は元気に生息しています。そのうちの数匹は、体が黒くなってきて、

ある程度育てていけば繁殖が期待できる兆候も見られます。水換えも頻繁にし
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ながら、ボランティアスタッフが頑張っているため、このまま進めていきたい

と思っています。 

最後に、本当の里帰りについて、市への提案になりますが、学識経験者やそ

うでない方も含め、４～５名で勉強会や委員会を作って、犬山市のため池の中

に、例えば、捕獲しにくる人が入りにくいようなため池、それからブルーギル

やブラックバスなどのような捕食魚を放流しにくいため池、浅瀬があってウシ

モツゴが逃げ込むことができるような環境のため池であるかどうかなどをきち

んと調べて、基礎的なデータを蓄積していかないと、戻すと言っても、どうい

う基準で犬山市のため池にウシモツゴを戻すかというのが曖昧となり、失敗に

終わってもどうしようもないと思います。 

もう一つは、委員に里山学センターへ寄贈していただいた、淡水貝類があ

り、近々、淡水貝類と陸貝を展示したいと考えていますが、淡水貝類が、犬山

のため池にいるようであれば、タナゴも生息する可能性はあり、プラスの効果

があります。ウシモツゴが日本のため池や河川からどんどん減ってしまってい

ますので、両方の意味を含めて、ぜひとも研究会や新たな部会を、４～５名で

結構ですので、作っていただきたいと思います。里山学センターとしては、積

極的に協力させていただきたいと思っています。 

事務局 ご意見を参考とさせていただき、研究会等を開く形で進めていきたいと思い

ますので、その際はよろしくお願いします。 

会 長 ご質問等ありますでしょうか。 

以上で、本日の議事につきましては、すべて終了しました。 

長時間にわたり、ご協力ありがとうございました。 

閉 会 


